
医
療
制
度
改
革
と
診
療
報
酬
改
定

　

二
〇
一
四
年
診
療
報
酬
改
定
が
施
行
さ
れ

た
。
今
回
の
改
定
は
、
二
〇
二
五
年
に
向
け

た
医
療
提
供
体
制
改
革
を
念
頭
に
置
い
た
改

定
で
あ
り
、
そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
多
く
の

仕
掛
け
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。
す
で
に
ご
承

知
の
こ
と
と
思
う
が
、
二
〇
一
四
年
中
に
は

病
床
機
能
報
告
制
度
が
開
始
と
な
る
。
病
院

運
営
者
が
自
ら
行
っ
て
い
る
機
能
を
報
告

し
、
都
道
府
県
単
位
で
こ
の
結
果
が
纏
め
ら

れ
る
。
並
行
し
て
作
成
さ
れ
る
地
域
医
療
ビ

ジ
ョ
ン
・
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
沿
っ
て
、
地
域

医
療
ビ
ジ
ョ
ン
を
策
定
す
る
こ
と
と
な
る
。

病
床
機
能
報
告
制
度
で
は
、
現
在
の
「
一
般

病
床
」「
療
養
病
床
」
を
四
つ
に
区
分
す
る
。

・「
高
度
急
性
期
機
能
病
床
」
は
特
定
機
能
病

院
（
大
学
病
院
本
院
、ナ
シ
ョ
ナ
ル
セ
ン
タ
ー

等
）
や
都
道
府
県
に
お
け
る
大
規
模
な
基
幹

病
院
等
の
病
棟
が
対
象
に
な
る
と
考
え
ら
れ

る
。

・「
急
性
期
機
能
病
床
」
は
極
め
て
多
岐
に
わ

た
る
。
地
域
の
比
較
的
大
規
模
な
病
院
、
病

床
規
模
は
小
さ
い
が
専
門
科
に
特
化
し
た
病

院
、
二
次
救
急
に
力
を
入
れ
て
い
る
病
院
等
、

提
供
し
て
い
る
医
療
は
様
々
で
あ
る
。

・「
回
復
期
機
能
病
床
」
に
関
し
て
は
、
現
状

で
は
「
回
復
期
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
病
棟
」

を
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
病
床

数
は
限
ら
れ
て
い
る
。「
亜
急
性
期
病
棟
」

は
今
回
「
地
域
包
括
ケ
ア
病
棟
」
と
名
前
を

変
え
る
が
、
こ
こ
に
ど
の
よ
う
な
機
能
を
持

た
せ
る
か
が
大
き
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。

・「
慢
性
期
機
能
病
床
」
は
、
医
療
療
養
病
棟

だ
け
で
は
な
く
、
い
ま
ま
で
「
一
般
病
棟
」

に
区
分
さ
れ
て
い
た
障
害
者
病
棟
、
特
殊
疾

患
病
棟
等
も
こ
こ
に
含
ま
れ
る
。

　
【
図
一
】
に
示
す
よ
う
に
「
一
般
病
床
」「
療

養
病
床
」
は
こ
の
四
類
型
に
な
る
。
し
か
も
、

地
域
医
療
ビ
ジ
ョ
ン
作
成
の
過
程
で
、
二
〇

二
五
年
の
人
口
、
高
齢
化
率
等
を
基
礎
に
二

次
医
療
圏
に
お
け
る
四
病
床
区
分
の
そ
れ
ぞ

れ
の
必
要
病
床
数
が
計
算
さ
れ
、
病
院
経
営

者
の
自
主
的
な
、
も
し
く
は
「
協
議
の
場
」

に
お
け
る
話
し
合
い
で
、
現
状
の
病
床
数
を

必
要
病
床
数
に
収
斂
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。

　
東
京
都
病
院
協
会
は
、
是
が
非
で
も
こ
の

「
協
議
の
場
」
に
参
加
し
、
現
場
の
意
見
を

反
映
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。

診
療
報
酬
改
定
率
と
新
た
な
財
政
支
援

　

今
回
の
診
療
報
酬
改
定
率
は
、
極
め
て
判

り
づ
ら
い
も
の
と
な
っ
た
。
消
費
税
増
税
分

が
診
療
報
酬
に
加
算
さ
れ
る
た
め
、

従
来
、
医
療
本
体
の
財
源
と
な
っ
て

い
た
薬
価
切
り
下
げ
分
は
す
べ
て
消

費
税
加
算
分
に
振
り
替
え
ら
れ
た
。

そ
し
て
、
医
療
本
体
は
〇
・
一
％
の

引
き
上
げ
だ
け
で
あ
り
、
実
質
マ
イ

ナ
ス
一
・
二
六
％
の
改
定
と
な
っ
た
。

　

一
方
、
こ
の
厳
し
い
改
定
に
お
い

て
、
地
域
の
医
療
・
介
護
の
整
備
推

進
の
た
め
に
新
た
な
基
金
が
設
け
ら

れ
た
。
そ
の
予
算
は
九
百
四
億
円
に

上
り
、
各
都
道
府
県
に
分
配
さ
れ
る
。

そ
し
て
ど
の
よ
う
な
目
的
で
交
付
さ

れ
る
か
を
示
し
た
も
の
が
、【
図
二
】

で
あ
る
。
診
療
報
酬
改
定
率
と
一
緒

に
発
表
さ
れ
た
た
め
関
連
が
あ
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
が
、
消
費
税
増
税
分

を
原
資
に
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

診
療
報
酬
の
改
定
率
と
は
直
接
関
係
な
い
。

こ
の
基
金
の
使
途
と
し
て
、
病
床
機
能
分
化
・

連
携
、
在
宅
医
療
・
介
護
の
充
実
、
医
療
従

事
者
の
確
保
・
育
成
等
が
描
か
れ
て
い
る
。

こ
の
補
助
金
交
付
は
本
年
度
中
に
行
わ
れ
る
。

　
東
京
都
病
院
協
会
と
し
て
、
早
急
に
基
金

拠
出
に
値
す
る
事
業
を
提
案
し
な
け
れ
ば
な

医
療
保
険
・
経
営
管
理
委
員
会 

委
員
長　

猪
口 

雄
二

　
　
　
　
　
　
　
　
（
医
療
法
人
財
団　

寿
康
会　

理
事
長
）

平
成
二
十
六
年
度
診
療
報
酬
改
定
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
医
療
制
度
改
革

　3 月 18 日、理事会は、平成 26 年度事業計画及
び予算（案）を了承しました。各委員会の主な新規
事業は以下の通りです。
・急性期医療委員会：（1）高齢者救急搬送アンケー
　トの結果報告（2）高齢者の救急医療の問題点に
　ついて、慢性期医療委員会と合同で検討する。
・診療情報管理委員会：回復期リハビリテーション
　病床のためのQI を策定する。
・環境問題検討委員会：終末期医療をめぐる医療・
　生命倫理・環境問題について検討する。
・医療保険・経営管理委員会と事務管理部会合同：
　病床機能報告制度への対応と、これに関する研
　修会を開催する。

　平成 25 年 10 月の福岡市における診療所火災を
受けて、平成 27 年 4月 1日を施行期日として、関
係省庁から防火関連の通知等が発出されています。
　「入院又は入所施設を有する病院、診療所又は助
産所に係る自動火災報知設備に関する設置基準が、
延べ面積三〇〇㎡以上→すべて」となっております。
会員病院各位におかれても十分ご留意いただき、早
めのご対応をお願いします。

理事会報告（３月）

【図一】

〈変更後の病床区分〉

〈現行の病床区分〉

一般病床＋療養病床

高度急性期
機能病床

急性期
機能病床

回復期
機能病床

慢性期
機能病床

主として長期にわたり療養を
必要とする患者入院させる
ための病床

右以外の病床

一般病床 療養病床

〈新たな財政支援制度の仕組み（案）〉【図二】

国
消費税財源活用

都道府県

事業者等

都道府県
整備計画提出

都道府県
整備計画提出

交付

申請 交付

申請 交付

申請 交付

交付

市町村

基金
①病床の機能分化・連携
③医療従事者等の確保・要請 ②在宅医療の推進・介護サービスの充実

①国は、法律に基づく基本方針を策定し、対象事業を明確化。
②都道府県は、整備計画を厚生労働省に提出。
③国・都道府県・市町村が基本方針・計画策定に当たって
　公平性、透明性を確保するための協議の仕組みを設ける。

地域にとって必要な事業に適切かつ公平に配分される仕組み（案）

1 病床の機能分化・連携のために必要な事業
　（１）地域医療ビジョンの達成に向けた医療機関の
　　　  施設・設備の整備を推進するための事業　等
2 在宅医療・介護サービスの充実のために必要な事業
　（１）在宅医療を推進するための事業
　（２）介護サービスの施設・設備の整備を
　　　 推進するための事業　等
3 医療従事者等の確保・養成のための事業
　（１）医師確保のための事業
　（２）看護職員等の確保のための事業
　（３）介護従事者の確保のための事業
　（４）医療・介護従事者の勤務環境改善のための事業　等

新たな財政支援制度の対象事業（案）

■国と都道府県の負担割合は、２／３：１／３

②在宅医療の推進
・介護サービスの充実
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ら
な
い
。

診
療
報
酬
改
定
の
ポ
イ
ン
ト

　

今
回
の
診
療
報
酬
改
定
は
、
先
に
述
べ
た

病
床
機
能
分
化
に
対
応
す
る
た
め
の
改
定
と

い
う
意
味
合
い
が
強
い
。
こ
の
よ
う
な
観
点

で
改
定
項
目
を
見
て
み
る
。

「
高
度
急
性
期
機
能
病
床
」

位
置
づ
け
に
向
け
た
診
療
報
酬

　
「
高
度
急
性
期
機
能
病
床
」
の
た
め
に
は
、

特
定
集
中
治
療
室
管
理
料
、
ハ
イ
ケ
ア
ユ

ニ
ッ
ト
、
総
合
入
院
体
制
加
算
、
手
術
・
処

置
の
休
日
・
時
間
外
・
深
夜
加
算
等
に
お
い

て
、
さ
ら
に
上
位
の
施
設
基
準
の
点
数
が
用

意
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
要
件
は
、
先
に
述
べ

た
特
定
機
能
病
院
や
都
道
府
県
単
位
に
お
け

る
基
幹
病
院
等
が
対
象
と
な
ろ
う
。
中
小
民

間
病
院
が
こ
れ
ら
の
算
定
要
件
を
満
た
す
こ

と
は
ま
ず
不
可
能
で
あ
る
。

七
：
一
看
護
か
ら
の
退
席
と

　「
急
性
期
機
能
病
床
」
の
診
療
報
酬

　

七
：
一
看
護
基
準
を
減
ら
す
こ
と
は
、
今

回
の
診
療
報
酬
改
定
の
大
き
な
目
標
で
あ

る
。
平
成
十
八
年
度
に
導
入
さ
れ
た
七
：
一

看
護
は
、
看
護
師
争
奪
戦
を
巻
き
起
こ
し
、

結
果
と
し
て
は
中
小
病
院
ま
で
、
多
く
の
病

院
が
算
定
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
を
下

げ
さ
せ
十
：
一
、
そ
の
他
に
移
行
さ
せ
る
こ

と
が
診
療
報
酬
改
定
の
課
題
の
ひ
と
つ
と

な
っ
て
い
た
。
こ
の
た
め
に
、重
症
度
、医
療
・

看
護
必
要
度
の
見
直
し
は
よ
り
厳
し
い
も
の

と
な
っ
た
。
ま
た
、
そ
の
算
定
割
合
は
七
：

一
の
十
五
％
は
変
わ
ら
な
い
が
、
十
：
一
は

移
行
し
や
す
く
す
る
た
め
五
％
に
引
き
下
げ

ら
れ
た
。
そ
の
他
、
短
期
滞
在
手
術
の
平
均

在
院
日
数
か
ら
の
除
外
（
白
内
障
手
術
や
ポ

リ
ペ
ク
ト
ミ
ー
が
多
い
）、
退
院
患
者
の
在

宅
復
帰
率
七
十
五
％
以
上
等
も
七
：
一
か
ら

の
退
席
の
た
め
に
作
ら
れ
て
い
る
。

　
「
高
度
急
性
期
機
能
病
床
」
に
な
る
こ
と

は
困
難
な
「
急
性
期
機
能
病
床
」
は
十
：
一

で
良
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、

救
急
医
療
管
理
料
は
、
吐
血
、
喀
血
、
重
篤

な
脱
水
、
意
識
障
害
、
呼
吸
不
全
、
心
不
全
、

シ
ョ
ッ
ク
等
の
重
篤
な
状
態
で
の
救
急
入
院

で
算
定
で
き
、平
成
十
八
年
改
定
か
ら
は
「
こ

れ
ら
に
準
ず
る
重
篤
な
状
態
」
が
追
加
さ
れ

た
。
今
回
、
こ
の
部
分
が
半
額
に
引
き
下
げ

ら
れ
た
。
二
次
救
急
指
定
病
院
等
の
「
急
性

期
機
能
病
床
」
で
は
、
こ
の
引
下
げ
に
よ
る

減
収
が
痛
手
と
な
る
。

「
地
域
包
括
ケ
ア
病
棟
」
の
創
設

　
「
亜
急
性
入
院
管
理
料
」
か
ら
姿
を
変
え

る
「
地
域
包
括
ケ
ア
病
棟
・
入
院
医
療
管
理

料
」
は
、
今
回
の
診
療
報
酬
改
定
の
目
玉
と

言
わ
れ
て
い
る
。
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
が

包
括
さ
れ
、
看
護
、
看
護
補
助
の
人
員
配
置

加
算
が
付
い
た
。
ま
た
、
急
性
期
対
応
の
加

算
も
付
い
た
が
、
不
十
分
な
も
の
と
言
わ
ざ

る
を
得
な
い
。
そ
も
そ
も
、
こ
の
病
棟
の
機

能
は
、
報
告
制
度
に
お
け
る
「
急
性
期
」
な

の
か
「
回
復
期
」
な
の
か
は
っ
き
り
し
な
い
。

四
病
院
団
体
協
議
会
は
、
昨
年
の
十
一
月
十

八
日
「
地
域
医
療
・
介
護
支
援
病
院
」
と
い

う
考
え
方
を
提
唱
し
た
。
今
後
の
超
高
齢
社

会
に
お
い
て
、
地
域
に
お
け
る
よ
り
質
が
高

い
医
療
・
介
護
を
提
供
す
る
た
め
に
、
以
下

の
よ
う
な
地
域
包
括
ケ
ア
を
支
援
す
る
病
院

機
能
を
持
と
う
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

・
地
域
包
括
ケ
ア
を
担
う
、
地
域
に
密
着
し

た
病
院

・
二
十
四
時
間
体
制
で
高
齢
者
の
入
院
に
対

応・
他
機
関
と
の
連
携
を
図
る
部
署
を
持
つ

・
認
知
症
に
対
応
で
き
る

・
一
定
の
急
性
期
医
療
に
対
応
で
き
る
職
員

配
置

・
患
者
、
家
族
の
医
療
・
介
護
に
関
す
る
相

談
に
対
応

　

こ
の
場
合
、
急
性
期
医
療
に
も
対
応
す
る

た
め
、
相
応
も
診
療
報
酬
が
必
要
と
な
る
。

全
体
の
病
床
機
能
を
纏
め
た
上
で
、
そ
こ
に

「
地
域
医
療
・
介
護
病
院
」
を
位
置
付
け
る

と
【
図
三
】
の
よ
う
に
な
る
。
こ
の
図
か
ら

も
分
か
る
通
り
、
こ
の
病
棟
機
能
は
、
地
域

に
お
い
て
急
性
期
機
能
と
回
復
期
機
能
の
両

者
を
提
供
す
る
機
能
が
必
要
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
考
え
方
を
、「
地
域
包
括
ケ
ア

病
棟
」
の
今
後
の
発
展
型
と
し
て
、
我
々
病

院
が
自
ら
提
唱
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

「
医
療
療
養
病
棟
」
の
診
療
報
酬

　
「
慢
性
期
機
能
病
床
」
の
代
表
で
あ
る
医

療
療
養
病
床
に
は
、
透
析
加
算
、
在
宅
復
帰

加
算
、
が
設
定
さ
れ
た
。
ま
た
、
い
ま
ま
で

算
定
で
き
な
か
っ
た
超
重
症
児
（
者
）
等
の

加
算
対
象
が
拡
大
さ
れ
、
医
療
区
分
二
、
三

を
多
く
扱
う
医
療
療
養
病
棟
二
に
お
い
て

は
、
か
な
り
の
増
収
が
可
能
と
な
る
で
あ
ろ

う
。
そ
し
て
、療
養
病
床
に
も
関
わ
ら
ず
、「
地

域
包
括
ケ
ア
病
棟
」
に
一
病
棟
は
移
行
可
能

と
な
っ
た
。

　

入
院
医
療
は
、
全
体
的
に
病
床
機
能
分
化

を
念
頭
に
置
い
た
改
定
項
目
が
並
ぶ
が
、
そ

の
実
効
性
は
不
明
で
あ
る
。
ま
た
、
次
回
改

定
、
次
々
回
改
定
で
も
、
機
能
分
化
の
方
向

性
は
さ
ら
に
強
ま
る
と
予
想
さ
れ
る
。

「
地
域
包
括
診
療
料
」
の
診
療
報
酬

　

今
回
の
改
定
で
は
、「
主
治
医
機
能
」
の

強
化
と
い
う
名
目
で
、「
地
域
包
括
診
療
料
」

が
創
設
さ
れ
た
。
今
後
、
医
療
へ
の
ア
ク
セ

ス
を
あ
る
程
度
制
限
す
る
と
と
も
に
、
外
来

医
療
の
ゲ
ー
ト
キ
ー
パ
ー
と
な
る
こ
と
を
目

標
と
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
の
要
件
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ

る
。

・
担
当
医
の
研
修
必
須
と
す
る

・
高
血
圧  

糖
尿
病  

脂
質
異
常
症  

認
知
症

の
う
ち
、
二
つ
以
上
の
疾
患
を
診
る

・
他
医
療
機
関
の
診
療
状
況
を
把
握
す
る

・
薬
剤
一
元
管
理
を
行
う

・
在
宅
医
療
を
提
供
し
て
い
る
こ
と

・
病
院
の
場
合
、
地
域
包
括
ケ
ア
入

院
・
入
院
医
療
管
理
料
を
算
定
等
、

多
く
の
要
件
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
。

　

厳
し
い
要
件
の
た
め
、
ど
れ
だ

け
の
医
療
機
関
が
算
定
で
き
る
か
、

現
時
点
で
は
不
明
で
あ
る
。
し
か

し
、
総
合
診
療
医
の
あ
り
方
も
含

め
、
今
後
の
外
来
医
療
の
あ
り
方

を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。

在
宅
不
適
切
事
例
の
適
正
化

　

有
料
老
人
ホ
ー
ム
や
サ
ー
ビ
ス

付
き
高
齢
者
向
け
住
宅
の
医
療
は
、

居
宅
系
在
宅
医
療
で
あ
り
、
そ
の

数
は
急
速
に
増
え
て
い
る
。
こ
の

よ
う
な
、
同
一
建
物
に
お
け
る
複

数
名
の
在
宅
医
療
は
、
一
般
的
な

個
々
の
在
宅
医
療
と
区
別
さ
れ
、

廉
価
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
一
度
に
多
く
の

患
者
さ
ん
を
診
る
た
め
、
廉
価
と
は
言
え
相

当
の
収
入
が
得
ら
れ
て
い
た
。
そ
こ
に
業
者

と
結
託
し
た
不
透
明
な
お
金
の
流
れ
が
あ

る
、
と
指
摘
さ
れ
た
た
め
、
管
理
料
は
従
来

の
四
分
の
一
以
下
、
訪
問
診
療
料
は
二
分
の

一
と
な
っ
た
。
こ
こ
ま
で
下
が
る
と
、
人
件

費
も
出
な
く
な
る
。
こ
れ
で
不
適
切
な
行
動

は
し
な
く
な
る
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ

う
か
。

　

在
宅
医
療
に
は
、
自
宅
に
お
け
る
在
宅
と

居
宅
系
在
宅
の
両
者
が
あ
り
、
今
後
在
宅
医

療
・
介
護
を
推
進
す
る
こ
と
は
国
の
基
本
方

針
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
確
か
に
居
宅
系
在

宅
医
療
の
高
収
益
は
過
ぎ
た
も
の
で
あ
っ
た

の
で
、
修
正
は
必
要
だ
っ
た
と
考
え
る
。
し

か
し
、
こ
こ
ま
で
下
げ
る
と
、
担
当
す
る
医

師
が
い
な
く
な
っ
て
し
ま
わ
な
い
か
、
不
安

で
あ
る
。

【図三】 病床機能と病院が果たす機能の整理
  （病床の機能）
※報告制度で議論
されてきたもの

（病院の類型） （医療機能に付加して
 病院が持つべき機能） （診療報酬のイメージ）

高度急性期

急性期

回復期

慢性期

（三次救急病院等）

（急性期病院等）

（回復期リハ病院等）

（療養病床の病院等）

（例：臨床研修機能）

（例：二次救急）

診断群に応じた支払い
（DPC、機能評価）

診断群に応じた支払い等
（DPC等）

診断群に応じた
支払い等（DPC等）

包括支払い

包括支払い（＋リハ評価等）

包括支払い（重症度評価等）

＋機能
　分化

地域医療・介護
支援病院

高齢者の救急受入れ、
在宅医療支援、
医療・介護連携、
ケアマネジメント支援
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お
わ
り
に

　

今
回
、
平
成
二
十
六
年
度
診
療
報
酬
改
定

を
、
医
療
制
度
改
革
に
沿
っ
た
形
で
纏
め
る

と
と
も
に
、
大
き
な
変
革
と
な
る
項
目
に
触

れ
た
。

　
東
京
都
病
院
協
会
と
し
て
、
必
ず
関
与
す

べ
き
点
は
下
記
の
こ
と
で
あ
る
。

・
地
域
の
医
療
・
介
護
の
整
備
推
進
に
た
め

の
新
た
な
基
金
に
関
す
る
事
業
の
提
案

・
地
域
医
療
ビ
ジ
ョ
ン
策
定
に
お
け
る
「
協

議
の
場
」
へ
の
積
極
的
参
加

　

ま
た
、
診
療
報
酬
改
定
は
多
岐
に
亘
っ
て

お
り
、
こ
の
紙
面
で
は
改
定
の
細
か
い
と
こ

ろ
ま
で
は
と
て
も
説
明
で
き
て
は
い
な
い

が
、
今
回
の
改
定
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
を

多
少
な
り
と
も
お
伝
え
で
き
れ
ば
幸
い
で
あ

る
。

回
復
期
医
療
に
お
け
る

平
成
二
十
六
年
診
療
報
酬
改
定
の
ポ
イ
ン
ト

初
台
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
病
院
　
理
事
長  

石
川  

誠 

氏

　
　
　
　（
回
復
期
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
病
棟
協
会 

前
会
長
）

は
じ
め
に

　

平
成
二
十
六
年
度
診
療
報
酬
改
定
は
、〇
・

一
％
の
プ
ラ
ス
改
定
と
さ
れ
て
い
る
が
、
実

質
的
に
は
マ
イ
ナ
ス
改
定
で
あ
り
極
め
て
厳

し
い
改
定
と
な
っ
た
。
税
と
社
会
保
障
の
一

体
改
革
で
示
さ
れ
た
よ
う
に
、
二
〇
二
五
年

に
向
け
て
「
入
院
医
療
の
機
能
分
化
と
連
携

の
推
進
」、「
地
域
包
括
ケ
ア
体
制
の
整
備
」

の
二
本
柱
の
改
革
が
推
進
さ
れ
た
改
定
と
い

え
る
。

　

改
定
内
容
を
総
括
す
る
と
以
下
の
よ
う
に

要
約
で
き
る
。①
急
性
期
病
床
の
過
剰
お
よ

び
受
け
皿
と
な
る
病
床
不
足
を
修
正
し
よ
う

と
し
た
改
定
。②
す
べ
て
の
病
院
に
在
宅
復

帰
の
視
点
を
大
幅
導
入
し
た
改
定
。③
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
重
視
の
改
定
。④
医
療
と

介
護
の
連
携
（
医
療
と
介
護
の
一
体
化
）
を

推
進
し
た
改
定
。⑤
実
績
の
評
価
（
ア
ウ
ト

カ
ム
評
価
）
を
重
視
し
た
改
定
。⑥
デ
ー
タ

の
提
出
義
務
化
を
推
進
し
た
改
定
と
整
理
で

き
る
。
す
な
わ
ち
、財
源
が
乏
し
い
中
で
あ
っ

た
が
、
診
療
報
酬
改
定
の
意
図
は
明
解
で
あ

り
、
理
解
し
や
す
い
改
定
と
い
え
る
。
し
か

し
、
現
場
の
各
医
療
機
関
と
し
て
は
、
今
後

の
改
定
毎
に
継
続
さ
れ
る
「
入
院
医
療
の
機

能
分
化
と
連
携
の
推
進
」、「
地
域
包
括
ケ
ア

体
制
の
整
備
」
へ
待
っ
た
な
し
で
対
応
を
迫

ら
れ
る
改
定
と
も
考
え
ら
れ
る
。

急
性
期
後
の
受
け
皿
と
し
て
の
病
棟

　

厚
労
省
は
急
性
期
を
担
う
七
：
一
看
護
の

病
床
が
過
剰
と
考
え
、
九
万
床
の
削
減
を
計

画
し
た
。
こ
の
た
め
重
症
度
、
医
療
・
看
護

必
要
度
の
見
直
し
、
特
定
除
外
制
度
の
見
直

し
、
在
宅
復
帰
率
の
設
定
な
ど
の
改
定
な
ど

を
行
っ
た
。
さ
ら
に
七
：
一
看
護
の
病
床
の

受
け
皿
（
後
方
病
床
）
と
し
て
「
地
域
包
括

ケ
ア
病
棟
」
を
創
設
し
、
亜
急
性
期
病
床
の

制
度
の
廃
止
に
踏
み
切
っ
た
。
確
か
に
亜
急

性
期
病
床
の
位
置
づ
け
は
、
回
復
期
リ
ハ
病

棟
と
の
違
い
が
漠
然
と
し
て
お
り
、
明
確
で

は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、「
地
域
包
括
ケ
ア

病
棟
」
と
い
う
命
名
は
い
さ
さ
か
唐
突
な
印

象
を
受
け
る
。

　

筆
者
は
、
全
日
病
が
主
張
す
る
「
地
域
一

般
病
棟
」
も
し
く
は
「
地
域
多
機
能
病
棟
」

の
名
称
の
ほ
う
が
し
っ
く
り
す
る
の
で
は
な

い
か
と
考
え
た
い
。
し
か
し
、
地
域
包
括
ケ

ア
体
制
の
整
備
は
、
国
家
的
事
業
と
も
い
え

る
こ
と
か
ら
、
相
応
の
イ
ン
パ
ク
ト
あ
る
名

称
が
必
要
で
あ
っ
た
と
も
推
測
で
き
る
。
い

ず
れ
に
し
て
も
急
性
期
後
の
亜
急
性
期
を
担

う
病
棟
と
し
て
、
地
域
包
括
ケ
ア
病
棟
と
回

復
期
リ
ハ
病
棟
の
二
つ
の
病
棟
が
明
確
に
位

置
づ
け
ら
れ
た
（
図
一
）。

　
地
域
包
括
ケ
ア
病
棟

　

地
域
包
括
ケ
ア
病
棟
の
役
割
は
、
第
一
に

急
性
期
か
ら
の
円
滑
か
つ
迅
速
な
受
け
入
れ

で
あ
る
（
図
二
）。
こ
の
た
め
一
般
病
棟
用

の
重
症
度
、
医
療
・
看
護
必
要
度
の
Ａ
項
目

一
点
以
上
患
者
が
常
時
十
％
以
上
と
設
定
さ

れ
て
い
る
。

　

第
二
に
在
宅
復
帰
で
あ
る
。
こ
の
た
め
在

宅
復
帰
率
を
七
十
％
以
上
に
設
定
さ
れ
た
。

ま
た
、
在
宅
復
帰
に
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

（
以
下
リ
ハ
と
略
す
）
機
能
が
重
要
で
あ
る

こ
と
か
ら
、
疾
患
別
リ
ハ
も
し
く
は
が
ん
患

者
リ
ハ
の
施
設
基
準
を
持
つ
こ
と
が
必
要
で

あ
り
、
さ
ら
に
理
学
療
法
士
（
Ｐ
Ｔ
）、
作

業
療
法
士
（
Ｏ
Ｔ
）、
言
語
聴
覚
士
（
Ｓ
Ｔ
）

の
い
ず
れ
か
一
名
以
上
を
病
棟
専
従
で
配
置

し
、
病
棟
専
任
だ
が
在
宅
復
帰
支
援
担
当
者

を
一
名
以
上
配
置
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

相
当
に
紛
糾
し
た
議
論
が
あ
っ
た
と
聞
い
て

い
る
が
、
リ
ハ
は
包
括
と
な
り
、
リ
ハ
を
提

供
す
る
患
者
は
一
日
平
均
二
単
位
以
上
す
る

こ
と
と
さ
れ
た
（
表
一
）。

　

第
三
に
在
宅
患
者
の
緊
急
時
受
け
入
れ
で

あ
る
。
こ
の
た
め
、
在
宅
復
帰
支
援
病
院
、

在
宅
療
養
後
方
支
援
病
院
、
二
次
救
急
病
院
、

救
急
告
示
病
院
の
い
ず
れ
か
を
満
た
さ
ね
ば

な
ら
な
い
。
問
題
は
病
棟
の
構
造
で
あ
り
、

一
人
あ
た
り
居
室
面
積
が
六
・
四
平
方
メ
ー

ト
ル
以
上
、
廊
下
幅
に
も
規
定
が
設
定
さ
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
古
い
急
性
期
の
病
棟
で

は
相
当
の
改
修
工
事
が
必
要
と
な
ろ
う
。
た

だ
し
、
こ
れ
だ
け
厳
し
い
要
件
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
点
数
も
そ
れ
な
り
に
設
定
さ
れ
て
お

り
、
入
院
医
療
管
理
料
一
で
は
二
千
五
百
五

十
八
点
、
看
護
職
員
配
置
加
算
、
看
護
補
助

者
配
置
加
算
、
救
急
・
在
宅
等
支
援
病
床
初

期
加
算
を
含
め
れ
ば
三
千
点
を
超
え
る
。

　

急
性
期
を
担
っ
て
い
た
病
院
も
し
く
は
療

養
病
床
か
ら
地
域
包
括
ケ
ア
病
棟
に
転
換
が

図
ら
れ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
亜
急
性
期
の
病

状
の
管
理
、
リ
ハ
の
管
理
、
在
宅
復
帰
へ
の

ア
プ
ロ
ー
チ
、
緊
急
時
の
受
け
入
れ
な
ど
、

今
ま
で
の
急
性
期
病
院
と
は
異
な
る
多
彩
な

使
命
を
果
た
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
相
当
に
実

力
が
あ
り
柔
軟
な
医
師
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ

が
求
め
ら
れ
る
と
思
わ
れ
る
。
回
復
期
リ
ハ

病
棟
の
よ
う
に
各
地
の
現
場
で
実
施
し
て
い

る
病
棟
が
制
度
化
さ
れ
た
病
棟
で
は
な
い
こ

と
か
ら
、
筆
者
は
そ
の
運
用
に
一
抹
の
不
安

を
持
つ
が
、
早
速
、
地
域
包
括
ケ
ア
病
棟
に

名
乗
り
を
上
げ
て
い
る
病
院
が
存
在
す
る
こ

と
は
頼
も
し
い
限
り
で
あ
る
。

回
復
期
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
病
棟

　

回
復
期
リ
ハ
病
棟
で
は
入
院
料
１
だ
け
に

石川  誠 氏

（図一）診療報酬改定における社会保障・税一体改革関連の基本的な考え方
現在の姿

7：1　約 36万床

10：1　約 21万床

療養病床
約 22万床

13：1

15：1

約 2.7 万床

約 5.4 万床

高度急性期
約 18万床

一般急性期
約 35万床

亜急性期等
約 26万床

長期療養
約 28万床

在宅医療

外来医療

2025年の姿

地域包括ケア病棟
回復期リハ病棟

（図二）地域包括ケア病棟
高度急性期・急性期の病院

地域包括ケア病棟

介護施設入所者 在宅ケア利用者

新
た
な
回
復
期
医
療
の
姿
を
目
指
し
て
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改
定
が
行
わ
れ
た
。
理
由
は
、
現
在
入
院
料

１
を
算
定
す
る
病
棟
が
三
十
三
％
（
五
百
十

六
病
棟
）
と
予
想
を
遙
か
に
超
え
た
か
ら
で

あ
る
（
図
三
）。
す
な
わ
ち
要
件
が
緩
か
っ

た
点
を
厳
し
く
修
正
し
た
改
定
と
な
っ
た
。

最
も
厳
し
い
の
は
入
院
時
に
一
般
病
棟
用
の

重
症
度
、
医
療
・
看
護
必
要
度
の
Ａ
項
目
一

点
以
上
患
者
が
十
％
以
上
と
設
定
さ
れ
た
点

で
あ
る
。
新
た
な
看
護
必
要
度
で
は
、
血
圧

測
定
、
時
間
尿
測
定
、
喀
痰
吸
引
が
削
除
さ

れ
た
。
こ
の
た
め
集
中
的
リ
ハ
を
要
す
る
患

者
に
お
い
て
十
％
以
上
を
確
保
す
る
こ
と
は

容
易
で
は
な
い
。
筆
者
の
推
定
で
は
約
五

十
％
の
病
棟
が
入
院
料
２
に
な
る
と
予
測
し

て
い
る
。

　

入
院
料
１
に
新
設
さ
れ
た
体
制
強
化
加
算

の
要
件
は
二
百
点
と
高
点
数
で
あ
る
だ
け

に
、
さ
ら
に
厳
し
い
要
件
が
提
示
さ
れ
た
。

病
棟
専
従
の
リ
ハ
科
医
師
の
要
件
は
、
リ
ハ

科
の
医
師
と
し
て
三
年
の
臨
床
経
験
が
必
要

で
あ
り
、
研
修
も
義
務
づ
け
ら
れ
て
、
原
則

週
に
五
日
間
の
病
棟
専
従
で
業
務
を
実
施
せ

ね
ば
な
ら
ず
、
外
来
や
訪
問
に
係
わ
る
こ
と

は
で
き
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
病
棟

専
従
の
社
会
福
祉
士
の
一
名
以
上
配
置
に
関

し
て
は
す
で
に
常
識
化
し
て
お
り
要
件
と
し

て
は
高
く
は
な
い
。
体
制
強
化

加
算
の
新
設
で
、
回
復
期
リ
ハ

病
棟
は
実
質
的
に
四
区
分
と

な
っ
た
と
い
え
る
（
表
一
）。

　

こ
う
し
た
回
復
期
リ
ハ
病
棟

の
改
定
は
、
今
後
、
入
院
料
２

や
３
に
も
波
及
し
て
い
く
こ
と

が
予
測
さ
れ
、
厚
労
省
は
成
果

の
出
せ
る
回
復
期
リ
ハ
病
棟
の

整
備
推
進
に
積
極
的
で
あ
り
、

今
後
と
も
、
さ
ら
な
る
質
の
向

上
を
目
指
し
た
改
定
が
実
施
さ

れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

お
わ
り
に

　
「
入
院
医
療
の
機
能
分
化
と

連
携
の
推
進
」、「
地
域
包
括
ケ

ア
体
制
の
整
備
」
の
二
本
柱
の

改
革
は
、
平
成
二
十
四
年
の
診

療
報
酬
改
定
で
一
歩
前
に
進
ん

だ
。
平
成
二
十
六
年
度
は
二
歩

も
三
歩
も
進
も
う
と
す
る
診
療

報
酬
改
定
で
あ
る
。
こ
の
た
め

急
性
期
か
ら
回
復
期
、
さ
ら
に

慢
性
期
お
よ
び
在
宅
に
至
る
ま

で
一
貫
し
た
改
定
と
な
り
、
結

果
が
出
な
け
れ
ば
、
二
年
後
は

さ
ら
に
進
ん
だ
診
療
報
酬
改
定

が
予
測
さ
れ
る
。
特
に
回
復
期

の
医
療
に
お
い
て
は
、
急
速
に

変
化
す
る
急
性
期
病
床
と
充
実
へ
と
向
か
う

在
宅
ケ
ア
と
の
間
に
あ
っ
て
、
そ
の
果
た
す

べ
き
役
割
は
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
筆
者
と

し
て
は
、
質
の
高
い
「
地
域
包
括
ケ
ア
病
棟
」

と
「
回
復
期
リ
ハ
病
棟
」
が
と
も
に
各
地
域

で
活
躍
す
る
こ
と
を
期
待
す
る
次
第
で
あ

る
。

　

会
報
二
〇
二
号
（
平
成
二
十
六
年
二
月

二
十
六
日
発
行
）、
二
頁
の
執
筆
者
、
田
野

倉
様
の
お
名
前
が
間
違
っ
て
お
り
ま
し
た
。

心
よ
り
お
詫
び
致
し
ま
す
。

（
誤
）　

田
野
倉  

誠
治

（
正
）　

田
野
倉  

浩
治

《
お
詫
び
と
訂
正
》

（図三）入院料区分別の回復期リハ病棟数

N＝1,544 病棟

回復期リハ病棟協会調査より（各年 9月）

入院料１
33%

516病院

入院料 2
55%

845病院

入院料 3
12% 183 病院

（表一）新たな回復期リハ病棟入院料
点数

含む消費税
改定分

入院料
区分

看護・
看護補助

専従
PT

専従
OT

専従
ST

社会
福祉士

入院時
重症患者
の比率

入院時
重症患者
の回復率

在宅
復帰率

体制
強化
加算
算定

※ 休日リハ提供体制加算は入院料 2・3で算定可能   ※ リハ充実加算は入院料 1・2・3で算定可能

リハ科
の医師

専従
1名
以上

専任
1名
以上

看護
13：1
看護補助
30：1

看護
15：1
看護補助
30：1

3名
以上

2名
以上

2名
以上

1名
以上

1名
以上

専従
1名
以上

専任
1名
以上

A項目
1点以上
10％以上
および
日常生活機能 
10 点以上
30％以上
日常生活機能 
10 点以上
20％以上

４点以上
改善
30%以上

3点以上
改善
30％以上

70％ 
以上

60％
以上

2225

2025
（1911）

1811
（1761）

1657
（1611）

１

２

３

（ ）は旧点数
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